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２０２３年６月１９日 №５０ 

「申第 14号台風２号の影響による通勤及び勤務扱い等に関する申し入れ」 

社員対応マニュアルなくまた混乱！ 
６月２日から３日にかけて線状降水帯の発生し、東海道新幹線および静岡支社管内

の各線区では運転を見合わせました。このため、６月３日には多くの社員が通常の通

勤方法と異なる出勤を命じられました。 

しかし、出勤後の乗務開始列車まで労働外時間とし、休憩時間の指定は明確にせず

初列車に間に合うように待機するよう指示されました。中には、１０時間も労働時間

外になった乗務員もいました。また、勤務明けの乗務員も待機していました。異常時

の的確な要員操配は、乗務員の健康のために重要な事柄です。また、各運輸区におい

て出勤方法および労働時間の統一的対応がされていません。昨年９月の台風の教訓が

活かされないため、地本は本日『申第 14号』にて団体交渉開催を申し入れました。 

以下、申し入れの趣旨です。 

 

１．出勤後、乗務するまでの時間は労働時間とすること。 

２．明けの社員は、出勤者（待機要員）が確保でき次第帰宅させること。 

３．タクシーなど、通常の通勤経路ではない方法で出勤を命じて「出勤時刻 

に間に合わなければ出勤遅延だ」と言った、言語道断である。当該社員に 

謝罪し、二度とこのような言動はしないこと。  

４．支社内の全タクシー会社と「後払」の契約を結び、「未収証」の取り扱 

いとすること。 

５．出勤に対する取り扱いが統一されてない。２０２２年において申し入れ

てあるが再度各運輸区の対応が異なり混乱を来した。「災害時社員対応マ

ニュアル」を作成し、支社内の各運輸区の取り扱いを統一すること。 

 


